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に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の一部を改正する省令の

施行等について（通知）」（２１文科高第６６８号）において，「法学未修者１年次に

おける法律基本科目６単位の範囲を超えない」運用を求めていたが，法学未修者が法

律基本科目を更に重点的に学ぶことを可能とする観点からこれを見直し，１年次及び

２年次において合計１０単位程度まで許容されることとすること。

二 年間登録単位数の上限について

法科大学院の学生が１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限の

標準については，「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」（平成１５年文

部科学省告示第５３号）第７条において，１年につき３６単位が標準とされているが，

上記一によって法律基本科目を増加させた場合には，３６単位から概ね２割程度（８

単位程度）増加させた４４単位程度まで標準の範囲内であるとすること。

三 実務経験等を有する者の展開・先端科目の取扱いについて

入学時に十分な実務経験を有する者については，大学がそれまでの実務経験等を把

握・評価した上で適当と認めた場合には，当該実務経験に相当する展開・先端科目に

代わり，法律基本科目を履修することも可能とすること。

ただし，法律基本科目によって代替する単位数については，各法科大学院の目的に

沿った教育活動を展開する観点から，概ね２～４単位を目途とすることが適切である

こと。

なお，当該取扱いについては，法律基本科目を重点的に学ぶことが必要とされる法

学既修者に適用することも可能であること。
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